
2020年5月28日

Japan tax alert
EY税理士法人

メキシコにおける 
MDRの最新情報

EY税理士法人アラートライブラリー

EY税理士法人が発行したすべてアラー
トは、下記サイトからご覧になれます。
https://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/
index.html

2020年度メキシコ税制改正には新たな開示義務制度(MDR)が定められており、
その結果、メキシコに投資または事業を行う外国企業にとって重要な税務インパ
クトがある可能性についてお伝えいたします。

欧州連合（EU）の開示義務制度（MDR）の影響下、メキシコ税務当局も12月9日
付で制定されたメキシコ税制改正の一部で納税者またはその税務アドバイザー
が納税者の居住、非居住性を問わずメキシコにおける税務上の便益を得ている
取引が全て報告対象となります。

個人識別情報
この新しい報告義務制度によると第三者税務アドバイザーまたは税務アドバイザ
ーがいない場合は納税者の税務部門責任者による報告義務があります。さらに、
納税者と税務アドバイザーの合意の下では、第三者税務アドバイザーの開示義務
責任を納税者が引き継ぐことに同意することができます。つまりその場合、税務ア
ドバイザーは、開示義務を負うことはありません。

報告義務の要件は先に記載致しました通りメキシコで税務上の利益を生じる取
引かつ、以下の内少なくとも1つを満たすことになります

i. 海外取引の相手国で税務上無収入としての取扱を受ける、もしくは通常の
海外税率より優遇税率の適用を受ける場合

ii. 税損失を移転させた場合

iii. 恒久的施設（PE）規定の適用が防止されるような取引の場合

iv. 会計値と税額値との差が20%以上ある取引の場合
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v. 個人にまたは海外納税者に配当金源泉徴収税が課税されないような迂回的な取引を行った場合

vi. 外国税務当局との金融および税に係る情報交換を防ぐこと

vii. 関連当事者との無形資産の取引や事業再編

viii. ハイブリッド事業体

ix. 受益者の特定を防ぐ場合

2021年1月1日を以て施行される上記報告義務は2020年税務年度以降に考案されたり実施された当該取引につい
て、2020年の該当税務申告時（2021年3月末日）に報告が必要となり、2020年以前に実施された上記対象取引についても納
税者により2020年度税務申告時には開示されなくてはなりません。

本開示義務に違反をした納税者と当該税務アドバイザーについては厳しい罰則が生じることとなります。例えば開示義務を 
怠った（もしくは不備が存在した）取引の税務上利益の75%までそして当該税務アドバイザーの場合は100万米ドルまでを罰金
として課すことができます。
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